
項目

１．職業紹介事業者名

２．再就職支援サービスの内容

（１）

（２）

①

②

③

④

⑤

年度分

４．委託額の支払方法

委託契約直後に委託額全額を請求

①委託契約直後とその後の複数回に分けて
請求

委託直後の支払額が委託額総額の50％未満

それ以外

その他

再就職給付金の取り扱いを行う職業紹介事業者の再就職支援の実績

内容

キャリアバンク株式会社

雇用調整（早期退職優遇制度、希望退職など）を行う企業より、当該対象者を受け入れ、カウンセリング・面接
訓練・求人情報の提供を行い、再就職の支援をサポートします。

委託契約直後に委託額の請求がなく、再就職実現時などに全額を請求

３．再就職状況

令和６【対象年度】
　（この年度中に再就職支援サービスを受託した対象者の再就職状況について集計）

0.0％

該当者なし再就職者のうち、再就職先の状況が一定基準（無期雇用のフルタイム、かつ再就職先の賃
金が離職前の賃金の８割以上）を満たす者の数

再就職率


